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一 般 質 問

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ

　

外
国
語
版
も
使
い
や
す
く

問
　
　

小
川
　

　
一
般
用
は
、
広
く

市
民
か
ら
の
意
見
を
聞
い
て
使
い

勝
手
の
よ
い
も
の
だ
。
し
か
し
、
外

の
夜
間
・
休
日
開
放
、
水
中
運
動

教
室
な
ど
の
事
業
拡
充
を
。

答
　
平
成
二
十
一
年
度
中
に
、
職

員
の
手
作
り
で
﹁
健
康
づ
く
り
計

画
﹂
を
策
定
し
ま
す
。
運
動
指
導

室
の
夜
間
開
放
は
、﹁
公
共
施
設
再

配
置
計
画
﹂
の
中
で
検
討
し
ま
す
。

運
動
指
導
室
の
夜
間
開
放

問
　
　

高
畑
　

　
運
動
指
導
室
の
夜

間
開
放
が
中
止
さ
れ
た
。
市
民
の

健
康
づ
く
り
の
た
め
に
、
早
期
に

是
正
を
。

答
　
現
在
の
場
所
で
は
、
庁
舎
内

の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
上
の
問
題
が

あ
り
ま
す
。
今
年
度
実
施
す
る
公

共
施
設
再
配
置
計
画
の
中
で
、
立

地
も
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

分
庁
舎
方
式
導
入
で
　
　

シ
夋
ト
ル
バ
ス
は
必
要
　

問
　
　

塚
越
　

　
市
役
所
と
大
井
総

合
支
所
を
結
ぶ
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

は
、
分
庁
舎
方
式
の
導
入
で
ま
す

ま
す
必
要
に
な
っ
た
。

答
　
六
〜
七
月
い
っ
ぱ
い
調
査
を

し
た
結
果
を
見
て
、
体
制
な
ど
実

施
方
法
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

市
内
循
環
バ
ス
を
　
　
　

早
く
全
域
に

問
　
　

鈴
木
　

　
大
井
地
域
だ
け
の

循
環
バ
ス
を
一
日
も
早
く
市
全
域

を
見
据
え
た
運
行
に
し
、
計
画
を

進
め
る
べ
き
。

答
　
一
ヵ
月
の
利
用
人
数
は
二
、

〇
〇
〇
人
前
後
で
す
。
財
政
事
情

が
あ
り
、
費
用
対
効
果
を
考
え
て

検
討
し
た
い
。

問
　
サ
ー
ビ
ス
の
公
平
性
か
ら
、

ま
た
、
利
便
性
の
点
か
ら
も
市
民

の
声
を
生
か
し
て
推
進
す
べ
き
。

答
　
市
民
に
十
分
な
配
慮
を
し

て
、
理
解
を
得
て
、
決
断
し
ま
す
。

ロ
ケ

シ
奣
ン
サ

ビ
ス

導
入
の
経
過
と
今
後
は

※

問
　
　

田
村
　

　
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

サ
ー
ビ
ス
導
入
の
経
過
と
、
今
後

の
情
報
提
供
・
事
業
の
進
め
方
は
。

答
　
市
の
よ
さ
を
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
、
導
入
し
ま
し
た
。
今
後

は
市
Ｈ
Ｐ
な
ど
で
情
報
提
供
や
、

市
独
自
の
エ
キ
ス
ト
ラ
の
募
集
も

考
え
て
お
り
ま
す
。

文
化
芸
術
都
市
宣
言
を

問
　
　

岸
川
　

　
文
化
芸
術
都
市
宣

言
を
行
な
い
、
文
化
芸
術
関
係
の

人
材
・
団
体
の
活
躍
で
き
る
場
の

提
供
及
び
整
備
を
。
そ
し
て
市
の

イ
ベ
ン
ト
な
ど
へ
の
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し

て
、
芸
術
関
係
者
の
採
用
を
。

答
　
文
化
芸
術
を
担
当
す
る
部
署

を
明
確
に
し
、
市
内
の
芸
術
に
有

能
な
方
に
お
願
い
し
て
い
き
ま
す
。

イ
ン
タ

ネ
兊
ト
で
公
共

施
設
の
申
し
込
み
を

問
　
　

田
村
　

　
公
共
施
設
の
ネ
ッ

ト
に
よ
る
申
し
込
み
の
推
進
を
。

市

民

生

活

大
井
プ

ル
解
体
後
は

問
　
　

小
峰
　

　
大
井
プ
ー
ル
解
体

後
の
計
画
は
。

答
　
平
成
二
十
年
度
に
解
体
後
、

二
十
一
年
度
に
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
二

面
と
駐
車
場
を
整
備
、
十
月
ご
ろ

の
オ
ー
プ
ン
を
予
定
し
、
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

市
民
プ

ル
建
設
は
市
民

に
説
明
を
　

問
　
　

塚
越
　

　
市
民
プ
ー
ル
建
設

に
つ
い
て
、
市
長
は
記
者
発
表
で

平
成
二
十
一
年
と
言
っ
て
い
た
が
、

﹁
方
針
﹂
な
の
か
﹁
願
望
﹂
な
の
か
。

市
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
。

答
　
裁
判
の
経
過
を
配
慮
し
て
、

財
政
的
な
問
題
も
あ
る
の
で
、
総

合
的
に
勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た

い
考
え
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、

壊
し
て
建
設
す
る
に
は
時
期
的
に

限
界
に
来
て
い
ま
す
。
機
会
を
と

ら
え
て
報
告
し
ま
す
。

委
託
業
務
契
約
の
適
正
化

問
　
　

塚
越
　

　
プ
ー
ル
死
亡
事
故

の
教
訓
を
生
か
し
、
委
託
業
務
契

約
の
積
算
の
適
正
化
を
図
る
べ
き

だ
。

答
　
委
託
業
務
の
予
算
積
算
根
拠

は
各
課
に
基
準
を
示
し
て
お
り
、

特
殊
な
業
務
や
専
門
性
の
高
い
も

の
に
限
定
し
て
い
ま
す
。

健
康
づ
く
り
計
画
策
定
と

運
動
指
導
室
の
夜
間
開
放

問
　
　

足
立
　

　
長
野
県
な
ど
は
健

康
増
進
で
医
療
費
削
減
を
実
践
し

て
い
る
。
市
独
自
の
﹁
健
康
増
進

計
画
﹂
の
も
と
で
、
運
動
指
導
室

国
語
版
は
、
文
字
も
小
さ
く
内
容

も
悪
い
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
。

答
　
次
回
、
外
国
語
版
製
作
に
つ

い
て
は
、
利
用
者
の
協
力
を
い
た

だ
い
て
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

※ロケーションサービスとは？　映画やドラマなどの撮影をスムーズに進めるため、ロケ地に関する情報提供や
　　　　　　　　　　　　　　　　公共施設の使用などを支援する窓口のこと。
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一 般 質 問

答
　
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム

は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
住
民
情

報
系
シ
ス
テ
ム
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ

は
厳
し
い
。
福
祉
政
策
の
一
つ
の

転
換
と
し
て
、
米
寿
、
白
寿
を
除
く

敬
老
祝
い
金
制
度
の
廃
止
を
検
討

し
て
は
ど
う
か
。

答
　
来
年
度
の
予
算
編
成
に
向
け

て
慎
重
に
検
討
し
ま
す
。

問
　
後
期
高
齢
者
の
無
料
健
康
診

査
の
実
施
を
。

答
　
受
診
す
る
方
、
さ
れ
な
い
方

の
負
担
公
平
性
か
ら
も
、
応
分
の

負
担
を
お
願
い
し
た
い
。

特
定
検
診
は
市
が
負
担
を

問
　
　

岩
崎
　

　
基
本
検
診
か
ら
特

定
検
診
に
変
わ
り
、
検
査
項
目
も

胸
部
Ｘ
線
、
潜
血
等
が
外
れ
て
、
七

十
五
歳
以
上
の
人
間
ド
ッ
ク
が
有

料
化
に
。
ま
た
、
受
診
時
に
本
人

の
負
担
で
一
、
〇
〇
〇
円
払
う
が
、

市
が
負
担
す
べ
き
で
は
。

答
　
制
度
が
変
わ
っ
て
、
疾
病
の

早
期
発
見
か
ら
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症

候
群
の
対
象
者
へ
の
保
健
指
導
を

行
な
う
こ
と
が
目
的
に
な
り
ま
し

た
。
有
料
は
基
本
検
診
の
徴
収
実

績
が
あ
り
、
ま
た
、
国
保
財
政
が
厳

し
い
た
め
で
す
。

医
療
費
自
己
負
担
免
除
に

県
補
助
の
活
用
を
検
討

問
　
　

足
立
　

　
医
療
費
自
己
負
担

免
除
で
、
十
一
の
自
治
体
が
県
補

助
金
を
申
請
し
て
い
る
。
医
療
費

が
心
配
で
医
者
に
行
け
な
い
低
所

得
者
に
対
し
、
県
補
助
金
を
活
用

し
て
自
己
負
担
の
免
除
を
実
施
す

べ
き
。

答
　
補
助
金
の
活
用
も
含
め
て
考

え
ま
す
。

第
四
期
介
護
保
険
　
　
　

議
会
で
も
論
議
を

問
　
　

鈴
木
　

　
第
四
期
事
業
計
画

に
向
け
た
市
の
考
え
方
と
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

答
　
保
険
料
の
所
得
区
分
と
段
階

に
つ
い
て
は
、
負
担
の
公
平
性
を

図
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

五
、
〇
〇
〇
軒
程
度
を
対
象
に
ア

ン
ケ
ー
ト
で
市
民
ニ
ー
ズ
を
把
握

し
、
十
一
月
に
審
議
会
へ
諮
問
し

て
い
き
た
い
。
議
会
へ
の
提
示
は

二
月
ご
ろ
に
な
り
ま
す
。

療
養
病
床
再
編
の
状
況

問
　
　

小
峰
　

　
介
護
保
険
事
業
計

画
で
、
療
養
病
床
の
再
編
に
よ
る

施
設
の
状
況
は
。

答
　
上
福
岡
総
合
病
院
に
介
護
療

養
型
施
設
が
九
十
床
あ
り
、
平
成

十
九
年
六
月
に
四
十
五
床
を
障
が

い
者
病
床
に
転
換
し
、
平
成
二
十

年
四
月
か
ら
四
十
五
床
を
医
療
病

床
に
転
換
し
て
い
ま
す
。

福
　
　
　
　
祉

ン
グ
の
後
、
平
成
二
十
二
年
度
の

導
入
に
向
け
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

障
害
福
祉
政
策
決
定
に
　

当
事
者
参
画
を

問
　
　

小
川
　

　
こ
れ
ま
で
の
、
利

用
者
・
関
係
団
体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
か
ら
一
歩
進
め
て
、
当
事
者
の

参
画
を
実
施
す
る
考
え
は
。
利
用

者
負
担
の
変
更
な
ど
、
事
前
周
知

が
不
十
分
で
は
。

答
　
可
能
な
限
り
、
意
見
等
を
反

映
さ
せ
て
い
き
た
い
。
事
前
周
知

に
努
め
た
い
と
考
え
ま
す
。

障
が
い
者
の
所
得
税
控
除

認
定
を

問
　
　

岩
崎
　

　
障
が
い
者
へ
の
所

得
税
控
除
の
認
定
を
、
要
介
護
認

定
１
〜
５
ま
で
拡
大
す
べ
き
で
は
。

答
　
認
定
を
拡
大
で
き
る
か
研
究

し
ま
す
。
控
除
制
度
の
周
知
は
、
介

護
認
定
の
通
知
の
際
に
送
付
し
ま

す
。高

齢
者
の
居
場
所
づ
く
り

問
　
　

岸
川
　

　
公
衆
浴
場
で
の
高

齢
者
の
居
場
所
づ
く
り
と
し
て
、
入

浴
券
の
カ
ー
ド
化
、
い
き
い
き
体
操

実
施
と
保
健
師
配
置
、
公
衆
浴
場
を

使
う
講
習
会
の
実
施
等
は
可
能
か
。

答
　
入
浴
券
の
カ
ー
ド
化
は
難
し

い
で
す
が
、
他
の
事
業
は
可
能
な

の
で
研
究
し
て
い
き
ま
す
。
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と

は
問
　
　

松
尾
　

　
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
は
、
国
保
を
安
定
的
に
持
続

す
る
た
め
、
市
町
村
国
保
団
体
か

ら
各
種
医
療
保
険
を
一
元
化
し
て

ほ
し
い
と
の
要
望
に
沿
っ
た
保
険

制
度
で
は
な
い
の
か
。

答
　
国
民
皆
保
険
制
度
を
将
来
に

わ
た
り
持
続
可
能
な
も
の
に
す
る

た
め
、
必
要
不
可
欠
な
医
療
制
度

改
革
の
一
つ
で
す
。
介
護
保
険
、
地

方
税
、
さ
ら
に
高
齢
者
医
療
保
険

も
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
は
大

変
で
す
の
で
、
国
の
見
直
し
に
期

待
し
ま
す
。

高
齢
者
差
別
の
医
療
制
度

は
廃
止
を

問
　
　

岩
崎
　

　
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
は
、
高
齢
者
を
年
齢
で
区
別

し
負
担
増
に
な
る
。
国
の
医
師
会

の
六
割
以
上
が
廃
止
・
見
直
し
の

声
。
廃
止
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
市

長
の
見
解
は
。

答
　
老
人
保
健
法
が
行
き
詰
ま
っ

た
た
め
で
、
同
制
度
に
つ
い
て
は

や
む
を
得
な
い
と
考
え
ま
す
。

高
齢
者
福
祉
政
策
の
転
換

問
　
　

五
十
嵐
　

　
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
よ
る
高
齢
者
へ
の
負
担
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